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はじめに 

 

 

人種差別撤廃委員会による前回 2014年の日本報告書審査のあと、2016年に「ヘイトスピーチ解消法」と

「部落差別解消推進法」の二つの法律が制定され、わずかながら、人種差別との闘いにおいて前進が見ら

れた。これらの立法措置は歓迎されるが、日本国内の人権の枠組みと国際人権法、とりわけあらゆる形態

の人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条約）との間のギャップは依然として大きい。 

 

人種差別撤廃 NGOネットワーク（ERDネット）を含む日本の市民社会、そして国連人権メカニズムによる

度重なる要請にかかわらず、日本政府は、人種、皮膚の色、世系、民族的あるいは種族的出身に基づく差

別を含む包括的な反差別法を制定することに難色を示してきた。2018 年 3月の日本の普遍的定期的審査

（UPR）の結果文書1では、包括的な反差別法の制定を促す勧告が多くの国より提示されたが、日本政府は

それを受け入れなかった。さらに、パリ原則に基づいた国内人権機関の設置はいまだ実現には程遠い。そ

して、人種差別撤廃条約を含め、日本が批准している国際人権諸条約のもとでの個人通報制度は、いずれ

も受け入れはされていない。こうしたことにより、日本において人種差別の被害者が司法に訴える手段は

皆無と言ってよいほど非常に限定されている。 

 

ヘイトスピーチ解消法は人種差別撤廃に向けた一歩となったが、人種差別的なヘイトスピーチやヘイト

クライムは、ネットおよび実生活の空間の両方において広く存在している。それにもかかわらず、政府は

人種差別撤廃条約第４条(a)(b)の留保を維持したままであり、人種主義と人種差別の発現への取り組み

は引き続き不十分である。 

 

ERDネットは人種差別撤廃委員会の勧告の実施に関して日本政府と建設的な話しあいをもってきたが、第

10・11回政府報告書には 2014 年の総括所見（CERD/C/JPN/CO/7-9）の勧告を実施するためにとった具体

的な措置について明確な説明は何もない。その一例として、政府報告書には、勧告で求められているにも

かかわらず、民族や種族出身別の細分化された最新の統計データは含まれていない。 

 

人種差別撤廃条約の国内完全実施を目指し、この共同報告書は、アイヌ先住民族、琉球・沖縄の人びと、

被差別部落民、在日コリアンそして技能実習生を含み、日本における先住民族、マイノリティ、移住者そ

して難民の状況と問題に関する情報を委員会に提供するものである。 

 

2018年 7月 

 

人種差別撤廃 NGOネットワーク（ERDネット） 

 

                                                      
1 A/HRC/37/15/Add.1 

2



目 次 

             
    ページ 

はじめに         2 

目次          3    

 ■前回審査の勧告実施進捗状況       4   

 

■NGO レポート 

差別禁止法の制定 (8)        6 

 国内人権機関の設置 (9)        7 

第４条 a項 b項の留保及びヘイトスピーチ・ヘイトクライム (10) (11)  8 

 政治家及び公務員による差別的発言 (11)     16 

朝鮮学校で学ぶ子どもたちの教育権 (19)     18 

 永住外国人の出入国の権利 ( - )      21 

外国籍公務員の任用制限・昇進制限 (13)     22 

外国籍教員任用の差別的取り扱い (13)     23 

外国人の国民年金制度へのアクセス (14)     24 

一般公衆場所への入場拒否 (15)       26 

在日コリアンと移住者に対する入居差別 (15)    27 

移住労働者・技能実習制度 (12)      29 

移住女性およびマイノリティ女性に対する暴力 (17)    32 

庇護申請者と非正規滞在者の入国管理局の行政拘禁による長期収容 (23)  34 

外国人の生活保護受給の権利及び不服申し立ての権利（ - ）   36 

人身取引  (16)        38 

人権保護からほど遠い難民申請者 (23)     40 

ムスリムに対する民族的・宗教的プロファイリング (25)   42 

部落差別 (22)        43 

部落女性の実態把握のための調査 (22)     44 

アイヌ民族の先住民族の権利  (20)     46 
琉球・沖縄の人びとと先住民族の権利 (21)     47 

琉球/沖縄の自決権の侵害について (21)     49 

子どもの人権・権利が平等に保障されない沖縄の実情 (21)      51 

 琉球人を先住民族と認めること (21)     53 

マイノリティの言語と教科書 (24)      55 

マイノリティの子どもの教育権 ( - )      57 

在日コリアン女性が直面する複合差別 ( - )     59 

条約の対象としての中国帰国者 ( - )     62 

*** (  ) 数字は前回審査総括所見における勧告のパラグラフ番号  

 

■NGOレポート作成参加団体      64 

                  

3



完全 一部 なし 不十分 不適切

4 CERD勧告の実施報告 前回勧告の実施について政府報告で述べる ● ● ● -

6 人口の民族構成 細分化された社会的・経済的指標に関する最新のデータ提出 ● 随所

7 人種差別の定義 人種差別の包括的定義の採択 ● 随所

8 包括的差別禁止法の不在 1条、2条に従った人種差別を禁止する包括的な特別法の採択 ● 6

9 国内人権機関の設置 パリ原則に従った独立した国内人権機関設置に向けた法案検討 ● 7

10 4条に準拠した立法措置 4条(a)(b)留保撤回の検討。4条撤回に必要な刑法改正に向けた手段 ●

11(a) ヘイト・スピーチ、人種的暴力及びその扇動に毅然として立ち向かう ● ● ● 8-15

(b) インターネットとメディアにおけるヘイトスピーチと闘う適切な措置 ●

(c) ヘイト・スピーチをばらまく団体・個人の捜査と必要に応じて訴追 ●

(d) ヘイト・スピーチや憎悪扇動する高官および政治家の制裁 ● 16

(e) ヘイト・スピーチの根本的原因に取り組む、啓発や教育の強化 ● ●

12 移住労働者 雇用、入居における人種差別と闘い、労働条件改善のための法令改善 ● 29

技能実習生の労働上の権利保護のために技能実習制度の改革 ● ●

13 市民でない者が調停委員として活動できるような政府見解の見直し ●

市民でない者の公的生活への参加促進 ● 22-23

市民でない者の公的生活への参加に関するデータ提出 ●

14 国民年金制度から除外された者が受給資格を得るための措置 ● 24

現時点で受給資格がない者が年金を受けられるための法改正 ●

15 公共の施設に関する差別への適切な措置 ● 26

関連する法令上の義務に関する啓発キャンペーンの強化 ●

16（a） 人身取引 人身取引禁止法の制定 ●

(b) 人身取引との闘いへの取組強化及び予防措置 ●

(c) 被害者に対する支援の提供 ●

(d) 迅速な調査、訴追及び処罰 ●

(e) 法執行職員への専門トレーニング ●

(f) マイノリティの被害者に関する状況報告の提供 ●

　 　 　 　 　 　 　 2014年CERD勧告実施進捗リスト（CERD/C/JPN/CO/7-9)       　 　 　 　  作成：ERDネット　 2018年7月

2018年7月 時点での
2014年勧告の実施

2014年
勧告パ
ラ番号

テーマ 　 勧告の内容　

ヘイト・スピーチとヘイト・クライム

実施の評価
NGOレ
ポート

該当ペー
ジ　 番号

市民でない者の公職へのアクセス

国民年金制度からの排除

公共の場所へのアクセス

38

4



17 マイノリティ女性に対する暴力への訴追及び制裁 ●

日本人を配偶者にもつDV被害の移住女性の在留資格 ●

18（a） 権利侵害に関する調査の結論及び責任者への裁き ●

(b) 謝罪及び賠償を含んだ解決の追求 ●

(c) 中傷及び否定への非難 ●

19 朝鮮学校 教育機会の均等及び入学へのアクセス ●

「高校授業料就学支援金」制度及び補助金の支給を受けられること ●

ユネスコの教育差別禁止条約への加入 ●

20(a) アイヌ民族の状況 アイヌ政策推進会議などの協議会へのアイヌ代表人数の増加

(b)(c) 生活改善と格差是正の取り組み強化と　 状況の定期的実態調査 ●

(d) 土地と資源への権利の保護と文化的権利の実現に向けた措置 ●

(e) ILO169号条約批准 ●

21 琉球・沖縄の状況 琉球人を先住民族と認め、その権利保護のための措置 ●

琉球に関する決定における琉球代表との協議 ●

琉球諸言語、文化の母語 ●

22 部落民の状況 世系解釈を変え、部落代表との協議による明確な部落民の定義採択 ●

2002年特別措置終了時の生活指標の提出 ●

戸籍不正取得への効果的な法的対応と、違法悪用事件の刑事措置 ● ●

23(a) 難民と庇護申請者 自治体、地域社会における難民の非差別の理解促進 ●

(b) 収容は最後の手段。代替措置を講じること ●

(c) 無国籍者を特定する手続きの確立と、無国籍者の保護、条約の加入 ●

24 マイノリティの言語と教科書 マイノリティの言語によるマイノリティの子どもの教育 ● 55-58

マイノリティの歴史的な社会への貢献を教科書に含む ●

25 ムスリムへのプロファイリング ムスリムへの民族的、宗教的プロファイリングを用いないこと ● 42

26 寛容と相互理解 公衆の教育啓発活動と学校における人権教育の推進 ● ● ● 8

メディアによる人種間調和の推進と、ジャーナリストの人権教育 ●

27 未批准の国際人権文書の批准 移住労働者権利条約、家事労働者権利条約を含む条約の批准、 ● 随所

31 個人通報制度 条約14条の受諾宣言 ● -

46

43-45 

40

47-54

18

NA

「慰安婦」

マイノリティ女性に対する暴力
32

5



 ࣛࣃ๓ᅇ່࿌ࡿࡍ㛵㐃࡜ࣝࢺ࢖ࢱࡢၥ㢟ڦ

⌰⌫࣭Ἀ⦖ࡢே࡜࡜ࡧඛఫẸ᪘ࡢᶒ฼ 

CERD/C/JPN/CO7-9 ࣇࣛࢢࣛࣃ㸰㸯   

ᅜ㐃ඛఫẸ᪘ᶒ฼ᐉゝ29᮲  

  ࡋ࡞ ࣛࣃヱᙜࢺᨻᗓ࣏࣮ࣞڦ

  㸸࠿ࡓࢀࡉᐇ᪋ࡣ࿌່ڦ

 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ 

 ຠᯝ㸸ࡢࡑࠊሙྜࡓࢀࡉᐇ᪋ڦ

 ㄝ᫂ࡢၥ㢟ڦ

 

᪥⡿ᆅ఩༠ᐃࠊࡣᅾ᪥⡿㌷࡟ᑐࠊࡋ㏉㑏ࡿࡍᇶᆅࢆཎ≧ᅇ᚟ࡿࡏࡉ㈐௵ࢆච㝖ࠊࡋ⡿㌷ࡣởᰁ

࡛⦕Ἀࡵࡓࡢࡇࠋ࠸࡞ࡋᥦ౪࡝ࢇ࡜࡯࡟᪥ᮏഃࢆグ㘓ࡿࡍ㛵࡟⏝౑ࡢᇶᆅࡢ௨๓ࡵྵࡶᛶ⬟ྍࡢ

࡟ඖ⡿㌷ᇶᆅࠊ࡚ࡵึ࡟ᚋࡓࢀࡉ㛤ጞࡀ⏬㛤Ⓨィࡢᙜヱᅵᆅࡣᚋཪࡓࢀࡉ㏉㑏࡟ᆅ୺ࡀᅵᆅࠊࡣ

▱ࡀࠎேࡿࡍ⏝౑ࢆᅵᆅࠊࡣἣ࡛≦࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡟ἣ≦ࡿࢀࡉⓎぢࡀᅵተởᰁ࡞้῝࡚࠸࠾

 ࠋࡿࢀࡉண᝿ࡀ஦ែ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ᫹࡟ࢡࢫࣜࡢ࡬೺ᗣ࡟ࡕ࠺࠸࡞ࡽ

2013 ᖺ࡟Ἀ⦖ᕷ࣮࢝ࢵࢧࡢሙࡽ࠿ᗫᲠࡓࢀࡉ㗵ࡀ⨁࣒ࣛࢻࡓࡧⓎぢ୍ࡢࡑࡀࡢࡓࢀࡉ౛࡛࠶

ࡣሙ࣮࢝ࢵࢧࠋࡿ 1987ᖺ࡟Ἀ⦖࡟㏉㑏ࡓࢀࡉ჆ᡭ⣡㣕⾜ሙ୍ࡢ㒊࡛ࡣ࡟⨁࣒ࣛࢻࠊ⡿ᅜ〇㐀ࡢᯤ

ⴥ๣ࢦࣟࡢධࠋࡓࢀࡲྵࡀࡢࡶࡢࡾ᪥ᮏᨻᗓࡿࡼ࡟ㄪᰝ࣮࢝ࢵࢧࠊࡾࡼ࡟ሙࠊࣥࢩ࢟࢜࢖ࢲࠊࡀ

PCPࠊPCB➼ࡢᵝ࡞ࠎ᭷ᐖ≀㉁࡟ởᰁࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

ࡢᯤⴥ๣ࠊࡣࡽ࠿⨁࣒ࣛࢻ 2 ᡂศࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢ 2,4,5-T ཬࡶ᭱ࠊࡧ᭷ẘࡿ࠶࡛ࣥࢩ࢟࢜࢖ࢲ࡞

2,3,7,8-TCDD᳨ࡀฟࠋࡓࢀࡉᑓ㛛ᐙࠊࡾࡼ࡟㛗ᮇ㛫࡟Ώࠊࡾ㧗⃰ᗘࡣࣥࢩ࢟࢜࢖ࢲᣢ⥆ⓗࣛࢻ࡟

㝖ࢆởᰁᅵተ ࡋᐇ᪋ࢆㄪᰝࠊࡣ᪥ᮏᨻᗓࠋࡓࢀࡽࡅㄽ࡙⤖࡜ࡢࡶࡓ࠸࡚ࡋ₃ฟ࡜࡬ᅵተࡽ࠿⨁࣒

ཤࠊࡀࡓࡋ┴Ẹ࡟ᑐࡿࡍᅵተởᰁࡢᙳ㡪࡟㛵ࡿࡍㄪᰝ࡟ࡽࡉࠊࡎࡽ࠾࡚ࡗ⾜ࢆᐇ᪋ࡿ࠸࡚ࢀࡉᅵ

ᆅᅇ᚟ࡢ඲࡚࠸࠾࡟ࢫࢭࣟࣉᕷẸཧຍࡀ᤼㝖ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

ࡓࡲ 2013ᖺ 8᭶࡟⡿㌷ࡿ࠶࡛࣮ࢱࣉࢥࣜ࣊ࡢ HH-60࣌ࠊࡀࢡ࣮࣭࣍ࣉ࢖ᐅ㔝ᗙᮧ࡛ᮧẸࡢ㣧ᩱ

ỈࡢỈ※࡛࣒ࢲࡿ࠶㏆࡟ࣥࢭࣥࣁࣉࣥࣕ࢟ࡢࡃቒⴠࠋࡓࡋἈ⦖┴ࡶᐅ㔝ᗙᮧࠊࡶỈࡢᏳ඲ࠊࡴྵࢆ

ቒⴠࡿࡼ࡟⎔ቃᙳ㡪ࢆホ౯ࡕ❧ࡢࡵࡓࡿࡍධࡾㄪᰝࢆチྍࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉ஦ᨾࠊࡾࡼ࡟ᐅ㔝

ᗙᮧ࡛ࡣỈࡢᏳ඲ࢆ☜ㄆࡢ࡛ࡲࡿࡍ 1 ᖺ௨ୖࡢࡽ࠿࣒ࢲࠊỈ฼⏝୍ࢆ᫬୰Ṇ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡽࡉ࡟ࢡࢫࣜࡢởᰁ࡟ᖖࡾࡼ࡟⡿㌷ᇶᆅࡀ※Ỉࡿ࡞࡜୙ྍḞ࡚ࡗ࡜࡟Ἀ⦖┴Ẹࠋࡓࡗ

 

࡟ࡽࡉ 2016ᖺࠊἈ⦖┴ࠊࡣ⤥Ỉ※࡛ࡿ࠶჆ᡭ⣡✵㌷ᇶᆅࢆ㏻㐣ࡿࡍἙᕝཬࡧᇶᆅ࡟㞄᥋ࡿࡍᆅ

ୗỈ஭ᡞࣥ࣍ࣝࢫࣥࢱࢡ࢜ࣟ࢜ࣝࣇ࣮ࣃࡽ࠿㓟 (PFOS) ᳨ࡀฟ࡜ࡓࢀࡉⓎ⾲ࠋࡓࡋἈ⦖┴ࡣ჆ᡭ

⣡✵㌷ᇶᆅ࡟ᑐࡋ PFOSởᰁ〇ရࡢ౑⏝ࢆ୰Ṇ࠺ࡼࡿࡍồࠊࡀࡓࡵᡂศࡣ౫↛᳨࡚ࡋ࡜ฟࡅ⥆ࢀࡉ

┴⦕Ἀࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ᚓࢆࡿࡊࡏࡋ೵ṆࢆỈྲྀࡢࡽ࠿ẚㅰᕝࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢ※Ỉࠊࡵࡓࡿ࠸࡚

 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋチྍࡀࡓࡵồࢆチྍࡢㄪᰝࡾධࡕ❧ࠊࡋᑐ࡟჆ᡭ⣡✵㌷ᇶᆅࠊࡣ

2016 ᖺࠊἈ⦖┴ࠊࡣ⡿㌷ᇶᆅ࿘㎶ࡢ PFOS Ỉởᰁࡢ⎔ቃㄪᰝࢆ㛤ጞࡢࡑࠊࡋ୰㛫ሗ࿌᭩ࡿࡼ࡟

ࡢ㧗ࣞ࣋ࣝࠊ࡜ PFOSࡀᬑኳ㛫ᇶᆅ࿘ᅖ‪Ỉ᳨ࡽ࠿ฟࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡢ 

 

2016ᖺࠊ࡟ࡽࡉ 12᭶࡟㒊ศ㏉㑏ࡓࢀࡉ⡿㌷໭㒊カ⦎ሙ㊧ᆅࡢᅵተࠊࡽ࠿ẘᛶࡀᙉࡃᅜෆ࡛౑⏝

ࡿ࠸࡚ࢀࡉṆ⚗ࡀ DDT 㢮᳨ࡀฟࠋࡓࢀࡉ᪥ᮏᨻᗓࠊࡣ㏉㑏ᚋ࡟ởᰁㄪᰝࢆᐇ᪋ࠕࡀࡓࡋẚ㍑ⓗⰋ

ዲ࡞ᅵተࡧࡼ࠾Ỉ㉁⎔ቃࡀಖࡢ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡓ⤖ᯝࢆᚓ࡚ࡢ࡜ࠖࡿ࠸ㄆ㆑ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ᪥

47



ᮏᨻᗓࡣ⌰⌫࣭Ἀ⦖ࡢேࡀࠎᙼࡢࡽᅵᆅࡿࡅ࠾࡟ởᰁྍࡢ⬟ᛶࡿ▱࡚࠸ࡘ࡟ᶒ฼࡟ࡽࢀࡑࡸᑐࡍ

 ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡜ࢆ⨨ຠᯝⓗᥐࡿࡍಖ☜ࢆᶒ฼ࡿࡍ⏬ཧ࡟ពᛮỴᐃࡿ

⌰⌫࣭Ἀ⦖ࡢேࡢࠎᅵᆅ࡟㛵ࡿࡍពᛮỴᐃ࡟ཧ⏬ࡿࡍᶒ฼ࡣ࡚࠸ࡦ࡜⏕࿨࡜೺ᗣ࡟ᑐࡿࡍᶒ฼

ࡵࡓࡿࡍಖ☜ࢆ FPICཎ๎ࢆ☜ಖࡣ࡜ࡇࡿࡍᚲせ୙ྍḞ࡛ࠋࡿ࠶ 

 

  ࿌᱌່ڦ

 

a. ᅜ㐃ඛఫẸ᪘ᶒ฼ᐉゝ 29᮲࡟ᇶ࡙ࠊࡁ⌰⌫㸭Ἀ⦖ࡢேẸ࡟ᑐࠊࡋ⡿㌷ᇶᆅࡿࡅ࠾࡟⎔ቃ᭷ᐖ

≀㉁ࡧࡼ࠾ᅵተ࣭⎔ቃởᰁ᝟ሗ࡟㛵ࢫࢭࢡ࢔ࡿࡍᶒࢆ☜ಖࡢࡽࢀࡑࠊࡋ㈓ⶶࡸᗫᲠࡣ࡚࠸ࡘ࡟

FPIC ཎ๎࡟ᇶ࡙ࡃ༠㆟ࡧࡼ࠾஦๓ྜពࢆᚭᗏࠊࡋᏳ඲࡛ᣢ⥆ྍ⬟࡞⎔ቃࡢ࡬ᶒ฼ཬࡧ೺ᗣ࡬

 ࠋ࡜ࡇࡿࡍಖ☜ࢆᶒ฼ࡢ

  

 సᡂ⪅㸸Ἀ⦖ᅜ㝿ேᶒἲ◊✲఍ڦ
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 ࣛࣃ๓ᅇ່࿌ࡿࡍ㛵㐃࡜ࣝࢺ࢖ࢱࡢၥ㢟ڦ

⌰⌫/Ἀ⦖ࡢ⮬Ỵᶒࡢ౵ᐖ࡚࠸ࡘ࡟ 

CERD/C/JPN/CO7-9 ࣛࣃ㸰㸯 

 ࣛࣃヱᙜࢺᨻᗓ࣏࣮ࣞڦ

CERD/C/JPN/10-11 36 ,35 ,34 ࣛࣃ 

 㸸࠿ࡓࢀࡉᐇ᪋ࡣ࿌່ ڦ

㸯ࠊἈ⦖᣺⯆ィ⏬ࠊࡣ᪥ᮏᨻᗓࡀỴᐃࡿࡍἈ⦖㛵㐃ண⟬࡚ࡗࡼ࡟ᐇ⌧ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍண⟬⦅ᡂ

㌷஦࡚ࡋᑐ࡟Ἀ⦖┴▱஦ࡿࡍ཯ᑐ࡟᪂ᇶᆅᘓタࡿࡵ㐍ࡀ᪥ᮏᨻᗓࠊࡣ⮧Ἀ⦖ᢸᙜ኱ࡘᣢࢆ௵㈐࡟

ᇶᆅࡢᘓタ࡜Ἀ⦖㛵㐃ண⟬ࡀ㛵㐃ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋබゝࡢࡑࠊࡋᚋᐇ㝿࡟ไ⿢ⓗ࡟ 2017 ᖺᗘண⟬

⣙ࠊࡣ 200൨෇ࠊῶ㢠ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᪥ᮏᨻᗓࠊࡣண⟬⦅ᡂᶒࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝℃ࡢ 

㸰ࠊ᪥ᮏᨻᗓࠊࡣ⌰⌫㸭Ἀ⦖ࡢேࢆࠎඛఫࡢேẸ࡚ࡋ࡜ㄆࡃࡓࡗࡲࠋ࠸࡞࠸࡚ࡵ᪥ᮏᮏᅵࠊ௚ᗓ┴

ࠊྠ࡚ࡗࡀࡓࡋࠊࡋ࡜ࡿ࠶᪥ᮏே࡛ࡌྠ࡜ ࡣ⨨ᥐ࡞ලయⓗࠊ࡚ࡋ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉಖ㞀࡟࡛ࡍࡀᶒ฼ࡌ

ఱࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽྲྀࡶ    

 ຠᯝ㸸ࡢࡑࠊሙྜࡓࢀࡉᐇ᪋ ڦ

 

 ㄝ᫂ࡢၥ㢟ڦ

 

㸯ࠊⓎᒎࡢᶒ฼ࡴྵࢆ⤒῭ⓗࠊ♫఍ⓗཬᩥࡧ໬ⓗ࡞ᶒ฼ࡢ౵ᐖࠋ࡚࠸ࡘ࡟ 

1972ᖺ௨᮶ࠊἈ⦖᣺⯆㛤Ⓨィ⏬ࢆᐇ⌧ࡢࡵࡓࡿࡍἈ⦖᣺⯆㛤Ⓨண⟬ࡢ୺せ࡞⦅ᡂᶒࡣ᪥ᮏᨻᗓࠋࡿ࠶࡟

⮬ࡢ⦕㸭Ἀ⌫⌰ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡜ࡳ⤌௙ࡿࢀ࠿⨨ࡀẚ㔜ࡃࡁ኱࡟බඹ஦ᴗ࡟ᵓ㐀ⓗࠊࡣண⟬⦅ᡂ࡛ࡢࡇ

἞యࡢබඹ஦ᴗ೫㔜ࡢ࡬ᨻ⟇ㄏᑟࡀ㛗ᮇࠋࡓࡁ࡚ࢀࢃ⾜࡚ࡗࡓࢃ࡟ 

බඹ஦ᴗࡢ࡬ㄏᑟࡿࡼ࡟ᅵᮌᘓタᴗࡢⓎᒎࠊࡣ⤒῭≧ἣࡢᨵၿࠊ࡜࡜ࡇ࠸࡞ࡽࡀ࡞ࡘ࡟⮬἞యࡢᩍ⫱

⚟♴ண⟬ࡀබඹ஦ᴗࡢ࡬ᨭฟ࡟ᅇ࡚ࢀࡉ༑ศ࡟☜ಖ࡛ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁၥ㢟࡛ࡢࡑࠋࡿ࠶⤖ᯝࠊἈ⦖ࡢ┦

ᑐⓗ࡟㈋ᅔ⋡ࠊࡀ᪥ᮏᖹᆒࡢ ࡿࡍᙜ┦࡟⣙㸰ಸࡢ18.3% ὀ)ࡿ࠸࡚࠸⥆ࡀἣ≦ࡿࡰࡢࡶ࡟% 34.8 1㸧ࠋ 

⟭Ἀ⦖᣺⯆ண࡜᥎㐍ࡢᾏර㝲ᇶᆅᘓタᕤ஦ࡿࡅ࠾࡟㎶㔝ྂࠊࡋ⏝℃࣭⏝ᝏࢆண⟬⦅ᡂᶒࠊࡣ㏆ᖺ࡛࡟≉

㢠ࡢቑῶࢆ㛵㐃ࠊࡏࡉ⡿㌷ᇶᆅ࡟཯ᑐࠊࡤࡽ࡞ࡿࡅ⥆ࡋ⌰⌫㸭Ἀ⦖ࡢⓎᒎ࡟㛵ࡿࡍᨻ⟇ࡢண⟬ࢆ⦰ᑠ

 ࠋࡿࡍヱᙜ࡟౵ᐖࡢỴᶒ⮬ࡢ⦕Ἀ/⌫⌰࡟࠿ࡽ᫂ࡣࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃ⾜ࡀ㏕⬣࠺࠸࡜ࡿࡍ

 

㸰ࠕࠊඛ♽ఏ᮶ࡢ㡿ᇦࠖཬࠕࡧᅵᆅࡢᶒ฼ࠖ࡟ᑐࡿࡍ౵ᐖࠋ࡚࠸ࡘ࡟᪥ᮏᨻᗓࠊࡣ⌰⌫/Ἀ⦖ࡢேẸࡘ࡟

㡿ᇦ࡛ࠖࡢඛ♽ఏ᮶ࠕࠊࡾ࠾࡚ࡋᣄྰࢆ࡜ࡇࡿࡵㄆ࡜ேẸࡢඛఫ࡚࠸ ࠊ࡚ࡋᑐ࡟➼※㈨ࠊἢᓊࠊᅵᆅࡿ࠶

 ࠋ࠸࡞࠸࡚࠼୚ࢆಖㆤ࡞ู≉ࠊࡎࡵㄆࢆᶒ฼ࡢࡑ

 

㸱ࠊ⮬⏤࡛஦๓ࠊࡢ༑ศ࡞᝟ሗࢆ୚ྜࡢ࡛ୖࡓࢀࡽ࠼ព࡟㛵ࡿࡍࡿࡍཎ๎ࠊFPICཎ๎ࡢ↓どࠋ࡚࠸ࡘ࡟

2014ᖺ 11᭶ࠊ㎶㔝ྂᇶᆅᘓタ཯ᑐࢆ㑅ᣲබ⣙࡚ࡋ࡜ᙜ㑅ࡓࡋ⌧ᅾࡢ▱஦ࡢࡑࠊࡣᢎㄆࢆᙜ㑅ᚋࡾྲྀࠊ

ᾘࡾྲྀࡢࡑࠋࡓࡋᾘࢆࡋ↓ຠࡿࡍ࡜ッゴࡀ᪥ᮏᨻᗓࡽ࠿ᥦ㉳᭱ࠊࢀࡉ㧗⿢࡚࠸࠾࡟᪥ᮏᨻᗓࡢ୺ᙇ㏻

㡿ࡢඛ♽ఏ᮶ࠕࡓࡵᐃࡀᅜ㝿ேᶒἲࠊࡣ㧗⿢᭱ࡢ᪥ᮏࠋࡓࡋᐃ☜ࡀỴุࡿࢀࡉ࡜ຠ↓ࡀࡋᾘࡾྲྀࠊࡾ

ᇦ࡛ࠖࠊ࡜ࡇࡿ࠶ཬࠕࡧ⮬⏤࡛஦๓ࠊࡢ༑ศ࡞᝟ሗࢆ୚ྜ࡛ୖࡓࢀࡽ࠼ពࡿࡍᶒ฼ 㸦ࠖFPICཎ๎㸧࡟ᇶ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜⬟୙ྍࡀ῭ᩆ࡞ἲⓗྖࠊࡾ࠾࡚ࡋど↓࡟᏶඲ࢆᚲせᛶࡢពᙧᡂྜࡃ࡙

 

㸲ࠊᅜ㢌ᮧ㧗Ụ༊ࡿࡅ࠾࡟⡿ᾏර㝲ࡢ࢖ࣞࣉࢫ࢜ࡢⓎ╔ሙࡢᘓタࠊ୚㑣ᅜᓥࡿࡅ࡟⮬⾨㝲ᇶᆅࡢᘓタࠊ

ᐑྂᓥ࣭ ▼ᇉᓥࡿࡅ࠾࡟⮬⾨㝲ᇶᆅࡢᘓタィ⏬ࠊࡶ⌰⌫/Ἀ⦖ࡢேࠕࡢࠎඛ♽ఏ᮶ࡢ㡿ᇦ ࡿࡍ㛵ࠖ࡟ FPIC

ཎ๎ࢆ↓どࡓࡋேᶒ౵ᐖ࡛ࠋࡿ࠶ 
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  ࿌᱌່ڦ

 

a.Ἀ⦖࡟㛵ࡿࡍ᪥ᮏᨻ⟇ࡢពᛮỴᐃ㐣⛬ࠊࢆ⌰⌫/Ἀ⦖ࡢேࡢࠎ⤒῭ⓗࠊ♫఍ⓗཬᩥࡧ໬ⓗⓎᒎࡢᶒ฼

 ࠋ࡜ࡇࡿࡍㆡ⛣࡟ᨻᗓࡢ┴⦕Ἀࡽ࠿᪥ᮏᨻᗓࢆண⟬⦅ᡂᶒࡢ⯆Ἀ⦖᣺ࠋ࡜ࡇࡿࡍᨵၿ࡟࠺ࡼࡃᇶ࡙࡟

b.ඛ♽ఏ᮶ࡢ㡿ᇦ࡟ᑐࡿࡍ⌰⌫㸭Ἀ⦖ࡢேࡢࠎᶒ฼ࢆᢎㄆࡢࡑࠊࡋ༑඲࡞ಖ㞀ࠊࡵࡓࡢ⮬⏤࡛஦๓ࠊࡢ

༑ศ࡞᝟ሗࢆ୚ྜࡢ࡛ୖࡓࢀࡽ࠼ព࡟㛵ࡿࡍཎ๎㸦FPIC ཎ๎㸧ࢆ᏶඲࡟඘㊊ࡿࡍไᗘࡇࡿࡍ❧☜ࢆ

 ࠋ࡜

 

 సᡂ⪅ Ἀ⦖ᅜ㝿ேᶒἲ◊✲఍ڦ

 

 

㸦ὀ㸯㸧ᡞᐊ೺సࠕ㒔㐨ᗓ┴ูࡢ㈋ᅔ⋡ࠊ⋠࢔ࣉࢢ࣮ࣥ࢟࣡ࠊᏊࡢࡶ࡝㈋ᅔ⋡ࠊᤕᤊ⋡᳨ࡢウࠖࠗ ᒣᙧ኱Ꮫேᩥ       

Ꮫ㒊◊✲ᖺሗ࠘➨ 13ྕ㸦2016㸬㸱㸧33㸫53ࠋ 
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■問題のタイトルと関連する前回勧告パラ 

琉球人を先住民族と認めること 

CERD/C/JPN/CO7-9 パラ 21 

■政府レポート 

CERD/C/JPN/10-11 パラ 34～36 

■勧告は実施されたか： されていない 

■実施された場合、その効果： 

 

■問題の説明 

 
「2014年所見パラ 21」に関して、日本政府は「沖縄県に居住する人あるいは沖縄県の出身者は日本

民族であり、一般に、他県出身者と同様、社会通念上、生物学的又は文化的諸特徴を共有している人

々の集団であると考えられており、したがって、本条約の対象とはならないものと考えている」「沖

縄県に居住する人あるいは沖縄県の出身者は日本民族であり、社会通念上、日本民族と異なる生物学

的または文化的諸特徴を共有している人々であるとは考えられていない」との見解を示しているが、

その根拠を示していない（外務省 HPより https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/iken.html）。 

日本政府はアイヌを先住民族として認め、日本民族と異なる独自の民族として認めたが、琉球との

違いは何か、先住民族と認定するか否かの基準の説明がない。    

1879年に日本が琉球を武力で併合するまで、琉球は独立した王国だった。アメリカ、フランス、オ

ランダ政府とそれぞれ条約を結んでいた。明治政府は琉球王国を併合する際に、琉球人は日本人とは

異なる人種との見解を示した。琉球人も日本による併合に抵抗し、中国をはじめとして、西洋諸国に

嘆願書を送って助けを求めた。その後、日本は中国と琉球を分割して領有する計画を持ったが中国の

反対で頓挫した。日本への併合後、日本政府は琉球の言語、歴史、文化、信仰を消滅させようと同化

政策をとり、琉球人のアイデンティティー消滅を図った。日本政府や日本社会は琉球に同化を迫った

が、琉球人を日本人と対等には扱わず、琉球人は日本人より劣る集団であるとして社会的に差別して

きた。 

太平洋戦争末期には日本は琉球で連合軍と地上戦を行い、琉球住民の 4分の 1以上が命を落とした。

琉球が数百年にわたって築き上げ、継承してきた文化財や歴史的都市や集落、景観、歴史資料も全て

消滅させられた。沖縄での戦闘の際、日本軍は琉球人が琉球語を使用することを禁じ、違反者を殺害

した。その他にも日本軍は琉球人をスパイとみなし殺害命令を出して殺害し、また、戦場において老

若男女を問わず強制労働させ、食糧を奪い、避難場所から戦場に追い出したため、多くの琉球人が命

を落とした。日本軍は琉球人の土地を取り上げて軍事基地を造った。その土地は未だに返還されず、

さらに戦後になって米軍基地になったり、自衛隊基地として強制使用されている。戦後、日本は琉球

を米軍の統治下に置ことにより自らの独立を達成した。 

 
現在、日本政府が名護市辺野古に新基地を建設しているが、そこは沖縄戦当時、米軍による大浦崎収

容所があった場所であり、琉球人が収容されていた。大浦崎収容所では数百人の琉球人が命を落とし

たが、現在まで調査も埋葬もされずそのままにされている。米軍は戦後、その地にキャンプ・シュワ

ブを建設し、現在、日本政府が新基地を建設している。戦没した琉球人の遺骨の上に新基地を造って

いるのである。安倍首相は硫黄島においては基地の滑走路を取り除いて戦死者の遺骨を収集すると言

明したが、琉球人の遺骨は調査も収集も埋葬もされず、その上に基地建設を強行している。これは琉
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球人差別以外のなにものでもない。2012年、米軍普天間飛行場にオスプレイを配備を決定した際、琉

球は反対したが、日本政府は琉球側の反対を無視して配備を強行した。森本敏（さとし）防衛大臣は

退任の記者会見で、「米軍基地の配備は軍事的に沖縄（琉球）である理由はないが、政治的理由で沖

縄に配備する」という主旨の発言をした**2。 

「軍事的に沖縄（琉球）である必然性はないが、政治的見地で沖縄に配備した」という主旨の発言を

した。その後、オスプレイの墜落事故、米軍機の墜落事故や、基地近隣の保育園や小学校に米軍ヘリ

の部品および、窓枠などの落下事故が起きたが、きちんとした原因究明の調査や責任の所在の究明が

行われず、現在も米軍機が飛行や、民間住宅上空で物資を吊り下げた危険な訓練が日常的に行われて

いる。 

米軍ヘリパッド建設に反対する琉球人に対して日本の警察官が「土人」「シナ人」という差別発言、

ヘイトスピーチをしたが、日本政府は差別発言とは認めず、政治家が差別発言者を庇うことまでした。

日本の他地域ではこのようなことは決して行われない。2012年に CIA（米中央情報局）が作成した「沖

縄における基地と政治」においても、日本政府の沖縄への対応を差別と述べている。**3 

このように琉球人は琉球人であるがゆえの差別を受けてきた。ユネスコは琉球を独自の言語文化を

持つ集団として認めている。日本政府の言う、生物学上、社会通念上の違いはないという見解には納

得できない。 

また、パラ 21に関して日本政府は「沖縄の住民が日本民族とは別の民族であると主張する人々がい

ることは承知しているが、それが沖縄の人々の多数意志を代表したものであるとは承知していない」

との見解を示しているが、それは 1879年の日本政府による琉球王国併合以来、日本政府によって行わ

れてきた同化政策により琉球人としてのアイデンティティが奪われた結果である。それと同時に日本

政府は琉球人社会に利益誘導による利害対立を持ち込み分断してきた。琉球人の中に琉球人としての

アイデンティティを持てない者や日本政府の政策に協力的な者が存在するのは、これまでの日本政府

が行ってきた同化政策、利益誘導による協力者育成のための懐柔策、分断工作の結果である。 

   

■勧告案  

a.琉球人を先住民族と認め、UNDRIP（先住民族の権利に関する国際連合宣言）に完全に一致するかた

ちで琉球人の権利を保護、尊重、促進し実現すること。 

 

■作成者 琉球弧の先住民族会 

 
**1 2015年 3月 6日閣議決定された照屋寛徳衆議院議員の質問主意書と、答弁書。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a189097.htm 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b18909

7.pdf/$File/b189097.pdf  

http://a-tabikarasu.hatenadiary.com/entry/2017/11/03/214939 

2007年衆議院議員鈴木宗男氏に対する答弁書

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b165131.htm） 

**2：2012年 12月 25日の退任記者会見において。

http://www.mod.go.jp/j/press/kisha/2012/12/25.html 

https://ryukyushimpo.jp/editorial/prentry-201059.html 

**3 （http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/258217 

http://app.okinawatimes.co.jp/documents/cia20180528.pdf） 
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NGO共同レポート参加団体 
 
 

人種差別撤廃 NGOネットワーク（ERDネット） 

 

 団体 

反差別国際運動（IMADR） 

外国人人権法連絡会 

移住者と連帯する全国ネットワーク 

公益社団法人自由人権協会（JCLU） 

在日本朝鮮人人権協会 

コリア NGOセンター 

マイノリティ宣教センター 

部落解放同盟 

北海道アイヌ協会 

琉球弧の先住民族会（AIPR） 

年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会 

人身売買禁止ネットワーク（JNATIP） 

全国難民弁護団連絡会議 

アジア・太平洋人権情報センター 

兵庫在日外国人人権協会 

かながわみんとうれん 

沖縄国際人権法研究会 

アプロ・未来を創造する在日コリアン女性ネットワーク 

中国帰国者の会 

   

 
個人 
金昌浩（弁護士） 
林純子（弁護士） 
榎井縁（大阪大学教員） 

 

（順不同） 
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